
ＣＰＴＰＰ（英国加入議定書の署名について） ２ ０ ２ ３ 年 ７ 月 １ ６ 日
内閣官房TPP等政府対策本部

１ 概要

２ 加入議定書の内容

３ 今後の見通し

 ２０２１年２月に英国が加入申請。同年６月に加入作業部会を立ち上げ（議長：日本）、英国によるＣＰＴＰ
Ｐのルール遵守の確認及び市場アクセス交渉を実施。ＣＰＴＰＰの初の加入手続として、協定のハイスタ
ンダードを維持し、模範的な先例とすべく交渉を行った結果、２３年３月に交渉が実質的に妥結。

 その後、英国の加入のための法的文書の作成・法的精査を終え、７月１６日のＴＰＰ委員会（閣僚レベル、
於：ニュージーランド：本年のＴＰＰ委員会議長）の機会に、締約国及び英国の担当閣僚他（日本は後藤
経済再生担当大臣）が英国加入議定書及び関連文書に署名。

 本議定書は、交渉の結果を踏まえ、ＣＰＴＰＰが規定する各分野のルールの英国による遵守並びにＣＰＴ
ＰＰの締約国及び英国が互いに付与する市場アクセスに関する約束等を定める。

 物品の市場アクセスに関し、英国から日本への輸出については、現行のＣＰＴＰＰを超えない範囲で妥
結。日本から英国への輸出については、精米（短・中粒種）等の関税撤廃を新たに獲得、鉱工業品につ
いては、建機用タイヤ等について、日英ＥＰＡよりも早い時期に関税撤廃される（ＣＰＴＰＰでの英国の対
日最終関税撤廃率は、９９．９％）。英国はＣＰＴＰＰ締約国全体に対して高いレベルの関税撤廃を約束。

 本議定書の署名後は、各国においてその締結に必要な国内手続を行うこととなる。日本においては本
議定書の締結について国会の承認が必要。

 本議定書は、英国及び全てのＣＰＴＰＰ締約国による締結後、６０日で発効。署名１５か月以内に英国及
び全てのＣＰＴＰＰ締約国が締結していない場合、英国及び６か国以上のＣＰＴＰＰ締約国が締結後（署
名１５か月の時点でこの要件が満たされていれば、その時点から）、６０日で発効。
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